
野球場等の遊び場開放に関する要綱 
                     （平成２０年３月３１日 区長決定） 

                     （平成２４年３月２１日 一部改正） 

                     （令和２年６月１７日  一部改正） 

                       （令和７年１月６日     一部改正） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都板橋区立体育施設条例（平成９年板橋区条例第２０号。以下

「条例」という。）別表第２に掲げる施設のうち次条の施設について有効活用を図り、地

域住民へ遊び場として開放するため、利用に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象施設） 

第２条 開放対象施設は、次のとおりとする。 

（１）小豆沢野球場 

（２）城北野球場 

（３）徳丸ヶ原野球場 

（４）東板橋公園運動場 

（５）高島平多目的運動場 

（６）赤塚体育館少年運動場 

 

（開放の条件） 

第３条 前条に定める対象施設を遊び場として開放する場合は、開放しようとする日の前

日までに対象施設の利用申請のない場合とする。ただし、開放しようとする日の前日が

休業日（条例第５条に規定する休業日をいう。以下この条において同じ。）の場合は、そ

の休業日の前日までとする。 

 

（利用対象者） 

第４条 対象施設を遊び場として開放する場合は、子どもの遊び場として開放するものと

し、施設を利用できるのは中学生以下の者とする。ただし、親子での利用及び引率の大

人の利用は妨げない。 

 

（開放の時間帯等） 

第５条 開放の時間帯等は、次のとおりとする。 

（１）対象施設の利用申請のない時間帯（２面以上ある施設の場合は、全ての面に利用申

請のない場合）とし、対象施設の利用時間単位により開放する。ただし、高島平多目

的運動場については、多目的運動場は半面以上又はフットサルコートは２面以上に利

用申請のない場合とする。 

（２）１１月から２月までの間は午後４時まで、３月から１０月までの間は午後５時まで

を開放の時間帯とする。 

２ 第３条及び前項の規定にかかわらず、東板橋公園運動場を遊び場として開放するのは

次の各号に掲げる時間帯とする。 

（１）月曜日から金曜日まで（東京都板橋区立学校の管理運営に関する規則（昭和５３年

板橋区教育委員会規則第６号）第３条第１項第３号に規定する休業日に該当する月曜

日から金曜日までを除く。次項において同じ。）の午後３時から午後５時までの時間帯

（開放しようとする日の前月２０日までに利用申請のない場合に限り、次号に該当す

る時間帯を除く。） 

（２）毎月第４水曜日の午後３時から午後５時まで（１１月から２月までの間は午後４時

まで）の時間帯 

３ 第３条及び第１項の規定にかかわらず、赤塚体育館少年運動場を遊び場として開放す

るのは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる時間帯とする。 



（１）午前 第３条及び第１項の規定を適用させた時間帯 

（２）午後 利用日の属する月の２か月前の１日時点で利用申請のない、月曜日から金曜

日までの午後１時から午後５時まで（１１月から２月までの間は午後４時まで）の時

間帯（土曜日及び日曜日においては、前号のとおりとする。） 

 

（使用料） 

第６条 条例別表第５の規定にかかわらず、対象施設を遊び場として開放する場合は使用

料を徴収しないものとする。 

 

（開放の禁止事項） 

第７条 施設管理者及び管理人の指示のもとに子どもの遊び場として開放する場合は、次

に掲げる事項については禁止する。 

（１）多人数で野球、サッカー等をすること。 

（２）他の人の迷惑になること。 

（３）危険と思われること。 

（４）グラウンド等に損傷を与える恐れのあること。 

（５）犬等の動物を入れること。 

（６）管理上支障のあること。 

（７）その他、条例、東京都板橋区立体育施設条例施行規則（平成２０年板橋区規則第４

２号）及び東京都板橋区立公園条例（昭和３６年板橋区条例第１２号）に定める禁止

事項 

 

（周知方法） 

第８条 板橋区は、利用者及び地域住民への周知を図るため、施設入口等に開放の有無及

び時間帯等を掲示する。 

 

（委任） 

第９条 この要綱に定めのあるもののほか必要な事項は、区民文化部長が別に定める。 

 

付 則 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行前に野球場の遊び場開放に関する要綱（平成１７年８月１日教育長決

定）により行われた行為等はこの要綱により行われたものとみなす。 

 

付 則 

 この要綱は、区長決定の日から施行する。 

 

付 則 

 この要綱は、区長決定の日から施行する。 

 

付 則 

 この要綱は、令和７年４月１日より施行する。 

 


